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２０２４年１０月 

 

福島第一原子力発電所視察・座談会のご案内 

 

廃炉作業はどのくらい進んでいるの？ ＡＬＰＳ処理水は安全なの？ 

そんな疑問をお持ちの皆さまに向けて、福島第一原子力発電所構内の視察

および座談会を開催しています。 

ぜひ福島第一原子力発電所の廃炉の最新状況を直接ご覧いただき、皆さま

の廃炉に関する疑問や意見をお聞かせください。 

 

１．日 程  
 

第１回  ：２０２４年 ４月１３日（土） 

第２回  ：２０２４年 ５月１１日（土） 

第３回  ：２０２４年 ６月 ８日（土） 

第４回  ：２０２４年 ７月 ６日（土） 

第５回  ：２０２４年 ８月１０日（土） 

第６回  ：２０２４年 ９月 ７日（土） 

第７回  ：２０２４年１０月 ５日（土） 

第８回  ：２０２４年１１月 ９日（土） 

第９回  ：２０２４年１２月１４日（土） 

第 10 回 ：２０２５年 １月１８日（土） 

第 11 回 ：２０２５年 ２月 ８日（土） 

第 12 回 ：２０２５年 ３月 ８日（土） 

 

２．スケジュール  

12:00 廃炉資料館（富岡町）集合 

13:40 福島第一原子力発電所視察 

15:40 座談会（廃炉資料館） 

16:20 解散（目途） 

 ※昼食をお済ませのうえ、お越しください。 

 

３．募集人数  

各回とも４０名 

※先着順での申し込み受付となります。 
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申し込み数が募集人数に達した場合、個別に参加日を調整させていただ

きます。 

 

４．申し込み締め切り  
 

第１回（４／１３）   締切：２０２４年 ３月２９日（金） 

第２回（５／１１）   締切：２０２４年 ４月２６日（金） 

第３回（６／８）    締切：２０２４年 ５月２４日（金） 

第４回（７／６）    締切：２０２４年 ６月２１日（金） 

第５回（８／１０）   締切：２０２４年 ７月２６日（金） 

第６回（９／７）    締切：２０２４年 ８月２３日（金） 

第７回（１０／５）   締切：２０２４年 ９月２０日（金） 

第８回（１１／９）   締切：２０２４年１０月２５日（金） 

第９回（１２／１４）  締切：２０２４年１１月２９日（金） 

第 10 回（１／１８）  締切：２０２４年１２月２７日（金） 

第 11 回（２／８）    締切：２０２５年 １月２４日（金） 

第 12 回（３／８）    締切：２０２５年 ２月２１日（金） 
 

※ご参加いただける方には、締切後１週間以内にご連絡を差し上げます。 

 

５．申し込み条件  

原則、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。 

（１）１８歳以上の方 

（２）現在、県内にお住まいの方 または、 

２０１１年３月１１日時点で県内にお住まいだった方 

（３）東京電力廃炉資料館に現地集合できる方 

（福島県双葉郡富岡町中央３丁目５８番地） 

 

６．その他  

※本視察・座談会には、メディアの取材が入る可能性がございます。 

予めご了承ください。 

メディアの取材が入る場合は、事前にご連絡いたします。 

 ※本視察では放射線被ばくを伴いますが、被ばく線量は 0.01～0.02 

ミリシーベルト（歯科レントゲン１～2 回相当）を想定しています。 
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７．申し込み方法  

「福島第一原子力発電所視察・座談会 申込書」に必要事項をご記入いた

だき、郵送(当日消印有効)、ＦＡＸ、e-mail にて、お送りください。 
 

●提出・お問い合わせ先● 

  東双不動産管理株式会社  

事業運営部 視察運営グループ 

   〒979-1112 福島県双葉郡富岡町中央３丁目５８番地 

    Tel: 080-5555-7988 / Fax: 0240-30-1140 

      電話受付： 平日９時～１７時  （土日祝日を除く） 

    ｅ－mail： 1Fshisatsuzadankai@tepco.co.jp 

 

 

８．留意事項  

（１）新型コロナウイルス等の感染状況により、開催中止となる場合がご

ざいますので、予めご了承ください。 
 

（２）ご視察に際し身分証明書（①運転免許証、②運転経歴証明書(発行日

から１０回目の誕生日までのものに限る)、③パスポート、④マイナ

ンバーカード（写真付き）、⑤写真付き住民基本台帳カード（※有

効時まで）、⑥在留カード（特別永住者証明書含む）のいずれか）

の原本（写しは不可））が必要です。いずれの身分証明書も所持さ

れていない場合は、予めご相談ください。（上記以外の身分証明書

では本人確認はできません。） 

当日も、事前申請した身分証明書をご持参頂きます。ご持参いただ

けなかった場合、例外なく発電所構内へ入ることはできません。 

また、申込書の免許証等証明書住所記載欄は、当日ご持参いただく

身分証明書と同じ住所をご記載ください。 
 

（３）当日、ご持参いただいた身分証明書は、発電所構内への入構手続き

のため、コピーを取らせていただきますので、予めご承知おきくだ

さい。 
 

（４）福島第一原子力発電所へのカメラの持ち込みはご遠慮頂いておりま

す。また、撮影機能のある携帯電話･スマートフォン等の機器につ

いても同様に持込を禁止となります。 

mailto:1Fshisatsuzadankai@tepco.co.jp
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原子力発電所構内には核物質防護上、様々なセキュリティ対策を施

しておりますが、これらの対策が写真や映像を通じて外部に漏えい

することを防止するためのものですので、ご理解とご協力をお願い

いたします。 
 

（５）福島第一原子力発電所構内に入る際の持ち物は、必要最小限の物品

とし、貴重品やお手荷物（パソコン含む）は、会議室等で施錠管理

しお預かりいたします。構内に持ち込んで、万一、汚染が確認され

た場合には、返却出来ない可能性がございます。 
 

（６）福島第一原子力発電所は廃炉に向けた作業現場となっております。 

服装は、放射性物質の肌への付着を極力避けるため、『長袖（十分

丈）』及び『長ズボン』を必ずご着用またはご持参ください。スカ

ートはご遠慮ください。靴は、サンダル、下駄、ハイヒールを避

け、歩きやすいものでお越しください。また、視察後の身体への汚

染検査の際に万一汚染が検知されると構外への持ち出しが出来ない

場合がございますので、放射性物質が付着している可能性がある衣

類や靴を着用しないようにお願いいたします。 

なお、肌の露出が確認された場合、ジャンパー・丈長の靴下着用を

お願いする場合がごさいます。 
 

（７）皮膚に創傷のある方は、皮膚から体内に放射性物質を取り込む可能

性があるため、ご視察いただけないことがございます。 
 

（８）放射性物質による身体への汚染や放射性物質の体内への取り込みの

有無を確認するためのゲートモニターを通過いただく必要がござい

ます。また、状況に応じて、放射性物質の体内への取り込みが問題

ないことを確認するホールボディカウンターの受検が必要となる場

合がございます。これらは機器による自動測定となりますので、東

京電力案内者の指示にしたがって測定のご協力をお願いいたしま

す。 
 

（９）６ヶ月以内に、医療機関にてＲＩ投与等の放射線治療をされた方

は、ゲートモニター通過の際に誤検出するおそれがございますの

で、事前にその旨をご連絡ください。 
 

（１０）福島第一原子力発電所では、放射線管理が必要な区域への立ち入  

りが必要となりますので、状況に応じて、ご視察者の方々の安全 
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を担保するため、東京電力の指定する放射線防護装備の着用をお 

願いする場合がございます。 
 

（１１）ご視察前やご視察中に体調や気分が悪くなった場合は、速やか 

に東京電力の案内者にお申し出ください。 
 

（１２）今回のご視察では、0.01～0.02 ミリシーベルト程度の被ばくと 

 想定しています。極めて短時間ですが、放射線量の高い場所 

（毎時 約 0.1ミリシーベルト）でのご視察もございますので、 

ご承知おきください。 
 

（１３）福島第一原子力発電所内には高線量エリアがあり、様々な復旧 

作業が行われていることから、ご視察中は東京電力案内者の指 

示に従って行動頂きますので、ご協力をお願いいたします。 

東京電力の指示に従っていただけない場合は、ご視察者の安全 

の確保や法令の遵守の観点から、状況によってはご視察を中止 

させていただく場合がございますのでご了承ください。 
 

（１４）自然災害、悪天候や発電所内でのトラブルの発生の場合、防護 

装備の緊急着用、ご視察内容の変更や取り止め、発電所からの 

緊急避難等の措置が取られる場合がございますのでご了承くだ 

さい。 

 
（１５）昼食を済ませてからお越しいただきますようお願いいたします。 

 

（１６）本視察・座談会には、メディアの取材が入る可能性がございま 

すので、予めご了承ください。メディアの取材が入る場合には、 

お申込みされた方には、事前にご連絡いたします。 

 

（１７）構内で撮影した写真の送付をご希望される方は、事前にメール 

    アドレスをご提示いただきますようお願いいたします。 

 

７．個人情報の取り扱いについて  

ご記入いただいた個人情報は、入構者管理の目的で利用し、これ以外の

目的では利用いたしません。 

 

 

以 上 
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【記載例】福島第一原子力発電所視察・座談会 申込書 
 

フリガナ トウデン タロウ 

氏 名 東電 太郎 

生年月日 

（西暦） 
１９７０年 １月 １日 性別 男 ／ 女 

国 

籍 

日 本 

その他(        ) 

住所※ 

（免許証等証明書住所） 

〒９６０－１２３４ 

福島県福島市○○町１－２－３ 

現住所 
〒９６０－１２３４ 

 福島県福島市○○町１－２－３ 

2011 年 3 月

11 日時点の住所 

〒９６３－１２３４ 

 福島県郡山市○○町１－２－３ 

所属 ●株式会社 役職 係長 

電話番号 024-123-4567 携帯電話 090-1234-5678 

メールアドレス toden@toden.jp  ※構内撮影写真の送付に必要です。 

身分証明書の 

種類 

□ 運転免許証 □ 運転経歴証明書（チェックをつけてください） 

□ パスポート □ マイナンバーカード（写真付き） 

□ 在留カード □ 写真付き住民基本台帳カード    

参加希望日程 
第１希望日：     第２希望日：     第３希望日： 

第１回           第２回        第３回 

過去の福島第一

原発視察回数 

（初めて 

   /●回目） 
ＩＣレコーダ

ーの持込み 

□無 

□有※ＳＤカードを使用していないも

のに限ります。 

メディア撮影可否 □ 撮影可    □ 撮影不可 （チェックをつけてください） 

座談会参加可否 □ 参加可    □ 参加不可 （チェックをつけてください） 

車両情報 

（お車で来館される場合） 

車種： 

ホンダ フィット 

色： 

シルバー 

車両ナンバー： 

いわき３００ 

    あ １２３４ 

視察座談会を何

で知りましたか 

① HP(東京電力) ② HP(いわき市) ③ 広報誌のチラシ ④ 壁新聞 

⑤ 新聞広告 ⑥ ラジオ ⑦ SNS ⑧ 知人からの紹介や誘い 

⑨ その他（                          ） 

※『住所（免許証等証明書住所）』は、ご持参いただく身分証明書と同じ住

所をご記入ください。 

●提出・お問い合わせ先● 

  東双不動産管理株式会社 事業運営部 視察運営グループ 
    〒979-1112 福島県双葉郡富岡町中央３丁目５８番地 
    Tel: 080-5555-7988 / Fax: 0240-30-1140 
     電話受付： 平日９時～１７時  （土日祝日を除く） 
    ｅ－mail： 1Fshisatsuzadankai@tepco.co.jp 

 参加希望の日程を、 
ご希望順にご記入ください。 
 

当日、ご持参頂く 
身分証明書に記載の
住所をご記入ください。 

 

 ご都合が合わない場合は、 
アンケートにご協力ください 
 

mailto:toden@toden.jp
mailto:1Fshisatsuzadankai@tepco.co.jp

